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日
曜
窓
口
を
開
き
ま
す
□問
 

転
入
・
転
居
・
転
出
等
の

４
月
６
日
（
日
）

市
民
課
11
7
2
4
・
2
1
２
３

南
市
民
セ
ン
タ
ー
11
７
９
５
・
３
１
６
５
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【
本
町
田
東
小
学
校
児
童
の
手
で

す
て
き
な
壁
画
が
完
成
し
ま
し

た
】

　

市
立
本
町
田
東
小
学
校
に
隣
接

す
る
ト
ン
ネ
ル
に
、
同
校
児
童
の

手
に
よ
る
素
敵
な
壁
画
が
完
成
し

ま
し
た
。

　

こ
の
壁
画
作
成
は
、
昨
年
度
の

卒
業
制
作
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の

で
、
６
年
生　

人
が
参
加
し
て
２

６６

月　

日
〜　

日
の
活
動
で
描
か
れ

２７

２９

ま
し
た
。
活
動
に
は
同
校
Ｐ
Ｔ

Ａ
、
後
田
自
治
会
有
志
の
み
な
さ

ん
が
、
児
童
の
安
全
確
保
要
員
と

し
て
参
加
し
ま
し
た
。

　

完
成
し
た
壁
画
は
、
今
春
同
校

を
卒
業
し
た
児
童
の
作
品
を
基
に

し
た
も
の
で
、
き
れ
い
な
花
や
か

わ
い
ら
し
い
小
動
物
な
ど
で
四
季

を
表
現
し
た
も
の
で
す
。

※
こ
の
記
事
に
関
連
し
た
情
報
を

町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載

し
て
い
ま
す
の
で
、
併
せ
て
ご
覧

下
さ
い
。

　

町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
↓
市
の

組
織
別
分
類
↓
建
設
部
↓
道
路
管

理
課
の
コ
ン
テ
ン
ツ
か
ら
ご
覧
に

な
る
メ
ニ
ュ
ー
を
お
選
び
下
さ

い
。

□問
 

道
路
管
理
課
11
７
２
４
・
１
１

５
１

ご
利
用
く
だ
さ
い

講
師
派
遣
制
度

　

グ
ル
ー
プ
・
団
体
が
自
主
的
に

企
画
し
、
会
員
以
外
に
広
く
参
加

を
呼
び
か
け
、
公
開
し
て
実
施
す

る
学
習
会
・
講
演
会
に
講
師
を
派

遣
し
ま
す
（
講
師
の
選
定
・
交

渉
、
会
場
の
確
保
等
の
事
業
運
営

は
団
体
が
行
っ
て
下
さ
い
。
年
１

回
、
２
万
円
（
源
泉
徴
収
税
額　
１０

％
を
含
む
）
以
内
で
講
師
謝
礼
を

お
支
払
い
し
ま
す
）
。

※
定
例
的
に
団
体
を
指
導
し
て
い

る
講
師
や
団
体
の
会
員
が
講
師
に

な
る
場
合
、
及
び
政
治
・
宗
教
・

営
利
活
動
を
目
的
と
し
た
内
容
は

対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

○
対
象
団
体　

次
の
①
〜
③
す
べ

て
に
該
当
す
る
団
体
①
市
内
で
継

続
的
に
活
動
し
、
市
の
補
助
金
を

受
け
て
い
な
い
②
会
員　

人
以
上

１５

で
そ
の　

％
以
上
が
市
内
在
住
・

７０

在
勤
・
在
学
③
団
体
の
代
表
者
ま

た
は
事
務
取
扱
者
が
市
内
在
住

○
対
象
事
業　

団
体
が
自
ら
企
画

し
、
広
く
市
民
に
参
加
を
呼
び
か

け
る
学
習
会
・
講
演
会
等
で
２
０

０
９
年
３
月　

日
ま
で
に
市
内
で

３１

実
施
す
る
も
の

○
申
込
期
限　

２
０
０
９
年
２
月

　

日
２７※

①
申
請
に
は
団
体
の
会
則
・
会

員
名
簿
が
必
要
で
す
。
②
事
業
実

施
の　

日
前
ま
で
に
申
請
し
て
下

３０

さ
い
。
③
派
遣
定
数
を
満
た
し
た

時
点
で
終
了
し
ま
す
。

※
申
請
書
の
配
布
と
受
付
は
生
涯

学
習
課
（
市
役
所
森
野
分
庁
舎
１

防
災
行
政
無
線
（
固
定
系
）
屋
外

拡
声
子
局
を

増
設
し
ま
し
た

　

防
災
行
政
無
線
（
固
定
系
）
屋

外
拡
声
子
局
２
局
を
増
設
し
、
４

月
１
日
か
ら
運
用
を
開
始
し
ま

す
。

　

な
お
、
設
備
の
機
能
確
認
を
兼

ね
て
、
夕
刻
に
愛
の
鐘
の
メ
ロ
デ

ィ
を
無
線
放
送
し
ま
す
。

○
設
置
場
所　

田
端
ふ
れ
あ
い
広

場
敷
地
内
（
小
山
町
４
３
３
１－

４
先
）
、
町
田
市
消
防
団
第
１
分

団
第
３
部
詰
所
（
森
野
２－

１
）

□問
 

防
災
安
全
課
11
７
２
４
・
２
１

０
７

固
定
資
産
税
の
縦
覧
及
び
課
税
台

帳
の閲

覧
が
は
じ
ま
り
ま
す

　

平
成　

年
度
課
税
分
の
縦
覧
及

２０

び
課
税
台
帳
の
閲
覧
を
、
４
月
１

日
か
ら
次
の
と
お
り
実
施
し
ま

す
。

【
縦
覧
及
び
課
税
台
帳
（
名
寄

帳
）
閲
覧
制
度
】

　

縦
覧
制
度
は
、
自
己
の
土
地
や

家
屋
に
対
す
る
固
定
資
産
税
評
価

額
が
適
正
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判

断
す
る
資
料
と
し
て
、
固
定
資
産

税
評
価
額
（
税
額
の
記
載
は
あ
り

ま
せ
ん
）
が
記
載
さ
れ
た
土
地
・

家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
を
納
税
者

の
縦
覧
に
供
す
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
課
税
台
帳
の
閲
覧
は
、

納
税
義
務
者
の
方
が
固
定
資
産
課

税
台
帳
の
う
ち
、
自
己
の
資
産
に

対
す
る
課
税
内
容
を
具
体
的
に
確

認
す
る
た
め
の
制
度
で
す
。

【
縦
覧
、
閲
覧
が
で
き
る
方
及
び

必
要
書
類
】

（
１
）
納
税
者
、
同
居
の
親
族
及

び
納
税
管
理
人　

本
人
確
認
が
で

き
る
書
類
等
（
運
転
免
許
証
、
パ

ス
ポ
ー
ト
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
、
健
康
保
険
証
、
納
税
通
知
書

等
）
を
お
持
ち
下
さ
い
。

（
２
）
代
理
人　

納
税
者
と
同
居

し
て
い
る
親
族
及
び
納
税
管
理
人

以
外
の
方
に
つ
い
て
は
、
本
人
確

認
が
で
き
る
書
類
に
加
え
、
納
税

者
が
自
署
、
捺
印
し
た
委
任
状
ま

た
は
代
理
人
選
任
届
を
お
持
ち
下

さ
い
。

（
３
）
納
税
者
が
法
人
の
場
合　

①
法
人
の
代
表
者
＝
本
人
確
認
が

で
き
る
書
類
等
に
加
え
、
法
人
の

代
表
者
印
を
お
持
ち
下
さ
い
。
②

社
員
＝
社
員
証
を
含
む
本
人
確
認

が
で
き
る
書
類
に
加
え
、
法
人
の

代
表
者
印
が
押
印
さ
れ
て
い
る
申

請
書
か
、
法
人
の
代
表
者
印
が
押

印
さ
れ
て
い
る
委
任
状
ま
た
は
代

理
人
選
任
届
を
お
持
ち
下
さ
い
。

③
委
任
を
受
け
た
方
＝
本
人
確
認

が
で
き
る
書
類
等
に
加
え
、
法
人

の
代
表
者
印
が
押
印
さ
れ
て
い
る

委
任
状
ま
た
は
代
理
人
選
任
届
を

お
持
ち
下
さ
い
。

○
縦
覧
期
間　

４
月
１
日
〜
６
月

２
日
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

く
）

○
閲
覧
期
間　

４
月
１
日
以
降

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

○
縦
覧
、
閲
覧
時
間　

午
前
８
時

　

分
〜
午
後
５
時

３０○
縦
覧
、
閲
覧
場
所　

資
産
税
課

（
市
役
所
本
庁
舎
６
階
）

○
縦
覧
、
閲
覧
方
法　

縦
覧
は
、

土
地
、
家
屋
の
所
在
地
番
を
申
請

書
に
記
載
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

所
有
者
名
か
ら
の
縦
覧
は
で
き
ま

せ
ん
。
ま
た
、
縦
覧
帳
簿
の
コ
ピ

ー
等
は
行
え
ま
せ
ん
が
、
手
書
き

に
よ
る
転
記
は
可
能
で
す
。

　

閲
覧
は
、
納
税
義
務
者
単
位
の

申
請
と
な
り
ま
す
。

○
縦
覧
、
閲
覧
手
数
料　

縦
覧
及

び
縦
覧
期
間
内
の　

年
度
課
税
台

２０

帳
の
閲
覧
は
無
料
で
す
。

□問
 

資
産
税
課
11
７
２
４
・
２
１
１

６
、
２
１
１
８

【
納
税
義
務
者
以
外
の
方
へ
の
課

税
台
帳
閲
覧
制
度
】

　

土
地
や
家
屋
に
対
し
、
賃
借
権

そ
の
他
の
使
用
ま
た
は
収
益
を
目

的
と
す
る
権
利
（
対
価
が
支
払
わ

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
）
及
び
固

定
資
産
の
処
分
を
す
る
権
利
を
有

す
る
方
は
、
権
利
の
対
象
と
な
る

資
産
に
つ
い
て
課
税
台
帳
が
閲
覧

で
き
ま
す
。

○
期
間　

４
月
１
日
以
降
（
土
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

○
時
間　

午
前
８
時　

分
〜
午
後

３０

５
時

○
場
所　

市
民
税
課
税
務
証
明
受

付
（
市
役
所
本
庁
舎
６
階
）

○
必
要
書
類　

本
人
確
認
が
で
き

る
書
類
等
に
加
え
、
権
利
を
有
す

る
資
産
を
特
定
す
る
た
め
の
書
類

（
賃
貸
借
契
約
書
、
賃
借
権
の
権

利
人
が
記
載
さ
れ
て
い
る
登
記
簿

謄
本
等
）
が
必
要
で
す
。

○
手
数
料　

１
件
３
０
０
円

□問
 

市
民
税
課
11
７
２
４
・
２
８
７

４【
固
定
資
産
税
の
評
価
額
に
不
服

が
あ
る
場
合
】

　

縦
覧
や
閲
覧
等
の
結
果
、
自
己

の
土
地
、
家
屋
、
償
却
資
産
に
対

す
る
固
定
資
産
税
評
価
額
に
不
服

が
あ
る
納
税
者
の
方
は
、
４
月
１

日
か
ら
納
税
通
知
書
を
受
け
た
日

後　

日
以
内
に
、
文
書
を
も
っ
て

６０
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
に
審

査
申
し
出
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
平
成　

年
度
は
基
準
年

２０

度
で
は
な
い
た
め
、
平
成　

年
度

２０

に
新
た
に
課
税
対
象
と
な
っ
た
土

浄
化
槽
清
掃
補
助
券
を

発
送
し
ま
し
た

　

市
で
は
公
共
下
水
道
が
供
用
開

始
さ
れ
て
い
な
い
地
域
で
、
専
用

住
宅
な
ど
に
設
置
さ
れ
て
い
る
浄

化
槽
を
管
理
し
て
い
る
方
に
、
清

掃
費
用
の
一
部
を
年
度
内
に
１
回

補
助
し
て
い
ま
す
。
該
当
す
る
方

に
は
、
清
掃
補
助
券
を
４
月
１
日

前
後
に
届
く
よ
う
に
発
送
し
ま
し

た
。

※
建
売
住
宅
・
中
古
住
宅
を
購
入

さ
れ
た
方
で
、
浄
化
槽
の
名
義
変

更
を
し
て
い
な
い
方
は
、
業
務
課

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

□問
 

業
務
課
11
７
２
２
・
２
７
５
２

町
田
市
生
ご
み
処
理
機
等
購
入
費

補
助
制
度
の

変
更
に
つ
い
て

　

４
月
か
ら
、
生
ご
み
処
理
機
等

購
入
費
補
助
制
度
の
一
部
が
変
更

に
な
り
ま
す
。

町
田
市
地
域
子
ど
も
教
室

助
成
事
業
説
明
会

　

放
課
後
、
土
曜
日
等
に
小
学

校
、
公
共
施
設
等
を
活
用
し
て
子

ど
も
が
安
全
・
安
心
に
遊
べ
る
居

場
所
事
業
を
実
施
し
て
い
る
団
体

に
助
成
す
る
事
業
の
説
明
会
で

す
。

○
日
時　

４
月　

日
（
金
）
午
前

１１

　

時
か
ら

１０○
会
場　

市
役
所
森
野
分
庁
舎

○
申
し
込
み　

事
前
に
電
話
で
児

童
青
少
年
課
（
11
７
２
４
・
２
１

８
２
）
へ
。
資
料
を
送
付
し
ま

す
。
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水
道
料
金
等
の
業
務
を
都
水
道

局
へ
移
管
す
る
こ
と
に
伴
い
、
水

道
部
業
務
課
と
給
水
課
が
、
４
月

１
日
か
ら
上
下
水
道
部
給
水
課
に

再
編
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
あ
わ
せ

て
、
水
道
部
庁
舎
の
名
称
が
「
町

田
市
水
道
事
務
所
」
に
変
わ
り
ま

す
。
な
お
、
水
道
料
金
事
務
等
の

取
扱
い
は
次
の
と
お
り
変
更
さ
れ

ま
す
。

○
都
水
道
局
に
移
管
さ
れ
る
業
務

水
道
料
金
等
に
関
す
る
事
務
や
使

用
開
始
・
中
止
等
の
受
付
、
相
談

等○
取
扱
い
窓
口　

都
水
道
局
町
田

サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
町
田

市
水
道
事
務
所
内
、
木
曽
東
１－

４－

１
）

○
水
道
業
務
に
関
す
る
電
話
受
付

　

都
水
道
局
多
摩
お
客
様
セ
ン
タ

ー
（
11
０
５
７
０
・
０
９
１
１
０

０
、
11
０
４
２
・
５
４
８
・
５
１

１
０
）

□問
 

給
水
課
11
７
２
１
・
３
３
２
７

○日時　４月５日（土）午後１時～５時
　　　　　　６日（日）午前１０時～午後５時
○会場　相模原市役所さくら通りほか

【夜桜まつり「さくらナイトフェスタ２００８」】
○日時　４月５日（土）午後６時～８時
　相模原市役所本庁舎前特設ステージを会場に、ハンドベ
ルやチアリーディングなどのパフォーマンスが繰り広げら
れます。

相模原市�
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階
、
11
７
２
４
・
２
１
８
１
）
で

行
っ
て
い
ま
す
（
申
請
書
は
、
町

田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）
。

地
、
家
屋
以
外
は
、
評
価
が
見
直

さ
れ
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
の
み
審

査
申
し
出
が
で
き
ま
す
。

□問
 

法
務
課
11
７
２
４
・
２
５
０
６

　

詳
細
は
本
紙
で
お
知
ら
せ
す
る

予
定
で
す
。

□問
 

ご
み
減
量
課
11
７
９
７
・
０
５

３
０

□問 市民まつり実行委員会事務局（観光振興課内）

11０４２・７６９・８２３６
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